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い
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点
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一
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案
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岸

部

誠

は
じ
め
に

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
数
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る

!

。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
国
文
学

の
分
野
で
の
も
の
で

あ

る
。
先
行
研
究
で
は
藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王
の
和
歌
研
究
は
も
と
よ
り
、
式
子
の
社
会
的
地
位
に
関
し
て
の
言
及
と
と
も
に
、
藤
原

定
家
と
の
関
係
、

つ
ま
り
、
定
家
に
と

っ
て
主
人
で
あ
る
式
子
内
親
王
は

い
か
な
る
存
在
で
あ

っ
た
の
か
、
と

い
う
観
点
か
ら
の
言
及
が

な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
は
必
ず
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど

「
こ
の
内
親
王
と
定
家

の
あ

い
だ
に
は
、
古
来
、
恋
物
語

の
伝
説
が
あ
る

一三
」

と
さ
れ
、
二
人
を
相
思
の
間
柄
で
あ

っ
た
と
す
る
も

の
も
多

い
。
ま
た
、
た
と
え
恋
愛
感
情
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
か

っ
た
と
し
て

も
、
す
ぐ
れ
た
歌
人
同
士
の
親
し

い
交
渉
は
、
そ
の
間
に
、
文
学
の
上
に
も
相
互
影
響
を
も

っ
た
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
し
か

し
、
和
歌
研
究
か
ら
離
れ
て
現
存
す
る
史
料

(古
記
録
等
)
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
「相
思
の
間
柄
」
「
親
し
い
交
渉
」
で
あ

っ
た
と
い
う
考
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え

は
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
た
、
定
家
は
式
子
に

「
仕
え
」
て
い
た
と
さ
れ
る
の
が
先
行
研
究

の
共
通
の
認
識
で
あ
る
よ
う
で
あ
る

{3
)。
さ
ら
に
は
定
家
は
式

子
の
家
司
で
あ

っ
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
定
家
は
式
子
の
も
と
に
そ
も
そ
も

「出
仕
」
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
稿
の
目
的
は
、
藤
原
定
家
の
日
次
記
で
あ
る

『明
月
記
』
の
現
存
す
る
記
事
な
ど
を
も
と
と
し
て
、
文
献
史
学

の
立
場
か
ら
藤
原
定

家

と
式
子
内
親
王
の
関
係
を
後
見
と
い
う
観
点
か
ら

一
試
案
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ま
ず
定
家
が
出
仕
し

て
い
た
九
条
家
と
八

条
院

へ
の
出
仕
回
数
・具
体
的
な
出
仕
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
、
次
い
で
そ
れ
と
比
較
す
る
形
で
式
子
内
親
王

へ
の
参
に
つ
い
て
述
べ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
比
較
か
ら
、
定
家
と
式
子
内
親
王
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
、
定
家
に
と

っ
て
式
子
内
親
王
と
は
い
か
な
る
存
在
で
あ

っ
た

の
か
、
ま
た
、
式
子
内
親
王
御
所
と
は
定
家
に
と

っ
て
い
か
な
る

「場
」
で
あ

っ
た
の
か
を
俊
成
や
吉
田
経
房
を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の

御

子
左
家
と
の
人
間
関
係
を
も
含
め
て
式
子
の
後
見
と

い
う
観
点
か
ら
考
え
て
み
た

い
。

九
条
家
と
八
条
院

へ
の
出
仕

表
は
藤
原
定
家
の
日
次
記
で
あ
る

『明
月
記
』
の
記
事
が
比
較
的
に
充
実
し
て
現
存
し
て
い
る
正
治
元
年

(
=

九
九
)
か
ら
翌
二
年

に
お
け
る
定
家

の
出
仕
先
の
回
数
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
定
家
の
九
条
家

(兼
実

・
良
経

・
任
子
)

へ
の
出
仕

回
数
の
合
計
は
、
全
体
の
約
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
を
占
め
て
い
る
。
こ
れ
を
見
る
と
、
定
家
の
主
な
出
仕
先
は
や
は
り
九
条
家
で
あ

っ
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。



表

正
治
元
年

正
治
2
年

合

計

九
条

兼
実

1

7

2

回

1

7

2

回

3

4

4

回

良
経

7

5

回

1

2

6

回

2

0

1

回

任
子

4

9

回

4

8

回

9
7

回

八
条
院

4

0

回

3

6

回

7

6

回

式
子
内
親
王

2

7

回

4

9

回

7

6

回

参

内

4

回

2

7

回

3
1

回

参

院

2
回

3

4

回

3

6

回

合

計

3

6

9

回

4

9

2

回

8

6

1

回

〔1
〕
九
条
家

へ
の
出
仕

藤
原
定
家
が
九
条
兼
実

の
元
に
初
め
て
参
じ
た
の
は
、
文
治

二
年

(
=

八
八
)
定
家
二
五
歳

の
時
で
あ

っ
た
。
『明
月
記
』
寛
喜
二

年

(
=

=
二
〇
)
七
月

一
六
日
条
に
お

い
て
、
定
家
は

「
予
初
コ
参
故
入
道
殿
文
治
二
年
之
時

}不
レ
進
、
先
考
相
具
参
給
、
召
二
御
前

↓之

後

、
奉
公
已
三
四
代
、
雑
役
如
⊃
匹
夫

こ

と
記
し
て
い
る
。
こ
の
条
に
よ
る
と
、
父
の
俊
成

(先
考
)
に
連
れ
ら
れ

て
兼
実

(故
入
道
殿
)

の
元
に
初
参
し
た
が
、
そ
の
際
に
は
名
簿
を
奉
ら
な
か

っ
た
。
俊
成
は
定
家

の
将
来
を
案
じ
て
和
歌
の
人
脈
や
女
房
と
な
っ
て
い
る
定
家

の
姉
妹
な
ど
の
伝
手
を
頼
り
に
九
条
家
や
八
条
院
、
式
子
内
親
王
の
元

へ
連
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

当
時
九
条
兼
実
は
和
歌
の
師
で
あ

っ
た
六
条
藤
家
の
清
輔
が
没
し
た
こ
と
に
よ
り
、
か
わ
り
に
俊
成
を
師
と
し
て
遇
し
て
い
た
。
九
条

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
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家

は
兼
実

・
良
経

・
道
家
と
三
代
に
わ
た

っ
て
当
時
の
歌
壇
に
お
け
る
パ
ト
ロ
ン
的
存
在
で
あ
り
、
自
ら
も
歌
人
と
し
て
多
く
の
作
品
を

残

し
て
い
る
。
と
り
わ
け
良
経
は
和
歌
の
才
能
が
豊
か
で
あ
り
、
建
久
期
に
は
九
条
邸
を
中
心
に
数
多
く
の
歌
会

や
歌
合
を
開
催
し
て
、

建
久
期
歌
壇

・
良
経
家
歌
壇
と
称
さ
れ
、
『新
古
今
和
歌
集
』
を
生
み
出
す
原
動
力
と
な

っ
た
。
定
家
は
こ
う
し
た
九
条
家

へ
出
仕
す
る

こ
と
で
庇
護
を
受
け
、
新
古
今
時
代
の
リ
ー
ダ
ー
と
な

っ
て
い
っ
た
。
そ
の
定
家
が
多
分
に
誇
張
的
表
現
で
あ
ろ
う
と
は
い
え
、
「奉
公

已
三
四
代
、
雑
役
如
二
匹
夫

」

と
後
に
述
懐
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
定
家
は
九
条
家
か
ら
建
久
六
年

(
=

九
六
)
に
は
兼
実

か

ら
伊
予
の
所
領
を
、
ま
た
正
治

元
年
に
は
兼
実

か
ら
下
総
国
三
崎
荘
、
良
経
か
ら
は
越
後

の
所
領
を
賜
り
、
さ
ら
に
建
仁

二
年

(
一
二
〇
二
)
に
は
兼
実
よ
り
大
内
東
荘
を
賜

っ
て
い
る

.三
。
従

っ
て
九
条
家

へ
は
公
的
な
出
仕
で
あ

っ
た
。

九
条
家
に
お
け
る
定
家
の
位
置
は
、
摂
関
家
の
家
政
実
務
を
務
め
る
家
司
や
職
事
で
は
な
く
、
家
礼
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

(　n
10

定
家

の
主
な
九
条
家
で
の
出
仕
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。

(
a
)
儀
式

・
行
事

へ
の
参
仕

『明
月
記
』
正
治
二
年
十
二
月
二
〇
日

亥
時
許
若
君
御
元
服
、
大
臣
殿
出
御
衣
冠
、
二
位
中
納
言
直
衣
、
諸
大
夫
撤
二
掌
灯

一、
次
家
司
国
行
敷
二
円
座

一、
業
清
又
取
二
Aヱ

枚

一敷
レ
之
、
殿
上
人
宣
房
、
親
房
、
置
二
理
髪
具
一、
脂
燭
人
少
将
資
家
侍
従
、
頼
房
、
井
衣
冠
、
進
候
二
円
座
左
右

↓、
次
業
清

貴
・替
脂
燭

「、
次
予
参
、
着
一御

前
円
座

一開
レ
櫛
、

こ
の
日
は
良
経
息
の
良
平
の
元
服
の
儀
に
定
家
は
参
仕
し
た
。
兼
実
も

『玉
葉
』
に

「加
冠
左
大
臣
、
理
髪
左
少
将
定
家
、
脂
燭
少
将

資
家
」
と
記
し
て
い
る
。

(b
)
陪
膳



同
正
治
元
年
二
月

一
七
日
に

「未
時
参
上
束
帯
、
大
原
野
祭
御
喫
、
予
陪
膳
野
劒
、
兼
時
役
送
、
侍
長
為
レ
使
、
事
了
脱
二
束
帯

↓、
又

帰
参
」
と
あ
る
。
大
原
野
神
社
の
祭
礼
は
二
月
上
卯
が
恒
例
で
、
こ
の
時
は
定
家
が
陪
膳
、
職
事
で
あ

っ
た
源
兼
時

が
役
送
を
務
め
て
い

る
。(

c
)
拝
賀
な
ど
の
供
奉

・
お
供

同
正
治
元
年
七
月
四
日

酉
時
許
束
帯
参

左

大
臣
殿

一、三
条
中
将
以
レ
前
参
入
、
蔵
人
大
進
行
事
、
乗
燭
以
後
御
出
、
御
車
以
下
如
レ
恒
、
前
駈

一
八
人
之
内
、

六
位
二
人
中
宮
匂
当
少
将
秀
忠
、
信
親
、
五
位
十
六
人
国
行
、
長
俊
、
兼
時
、
信
光
、
国
基
、
清
実
、
宗
保
、
定
綱
、
行
時
、
国
時
、

成
広
、
親
輔
、
範
綱
、
有
長
、
武
安
為
二衛
府
長
「在
二
御
共

一布
衣
、
中
将
成
定
朝
臣
、
少
将
予
、
資
宗
等
乗
車
雇
従
、

良
経
は
同
年
六
月
二
一二
日
に
左
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
拝
賀
に
定
家
は
他
の
九
条
家
の
家
司
や
職
事
た
ち
と
共
に
供
奉
し
て

い
る
。
こ
の
拝
賀
は
、
中
宮
任
子
、
兼
実
、
北
政
所

(兼
実
室
)、
上
皇
、
天
皇
、
七
条
院
、
宣
陽
門
院

(観
子
、
後
白
河
院
女
)
、
八
条

院
と
い
う
順
で
廻
り
、
北
政
所
で
は
定
家
は
良
経
の
裾
を
取
る
と
い
う
役
目
を
務
め
て
い
る
。

(d
)
格
子
の
上
げ
下
げ

『明
月
記
』
正
治
元
年
五
月
二
二
日
条
で
は

「依
レ
番
上
二
格
子

一以
後
、
参
二
角
殿

一退
下
、
入
レ
夜
又
参
、
下
二
格
子
」

と
あ
る
。
定

家
は
九
条
殿
で
の
格
子
の
上
げ
下
げ
を
番
と
し
て
務
め
て
お
り
、
六
日
に

一
回
の
割
合
で
朝
夕
行

っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
上
格
子
は

主
と
し
て
辰
の
時

(午
前
八
時
頃
)
、
下
格
子
は
主
と
し
て
申
時

(午
後
四
時
頃
)
か
ら
酉
時

(午
後
六
時
頃
)
に
行

っ
て
い
る

豆
。

(
e
)
使
者

『明
月
記
』
正
治
元
年
六
月

一
九
日

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王
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参
二
角
殿
一、
昏
依
レ
召
帰
コ
参
御
堂

一、
仰
云
、
前
太
政
大
臣
昨
日
講
=
前
座
主

一出
家
、
今
為
二
宮
御
使

一可
レ
向
二
彼
亭

「、
其
次
又

可
レ
示
二
事
付
等

・者
、
承
了
退
下
、
暗
夜
遠
路
難
レ
無
レ術
、
相
二
具
青
侍
等

噌参
向
二
禅
林
寺
、
南
山
坐
主
両
方

一、
御
訪
仰
了
、
以
二

遠
江
権
守
定
綱

一申
コ
入
之
・、
承
二
御
返

↓事
帰
参
、
依
二
御
寝

一示
⊃付
女
房
一了
退
下
、

兼
実
よ
り
前
太
政
大
臣

(兼
房
)
が
昨
日
前
座
主

(慈
円
)
を
導
師
と
し
て
出
家
し
た
の
で
、
宮

(中
宮
任
子
)

の
御
使
い
と
し
て
兼

房
邸

(禅
林
寺
の
近
く
)

へ
向
か
う
よ
う
に
と
の
仰
せ
が
あ

っ
た
。
兼
房
は
兼
実
の
同
母
弟
で
あ
る
。
定
家
は
暗
夜
か
つ
遠
路
の
た
め
青

侍
等
を
連
れ
て
兼
実
の
使
者
と
し
て
赴
く
の
で
あ
る
。
使
い
を
終
え
て
兼
実
の
元
に
帰

っ
て
み
る
と
、
兼
実
は
と
う

に
寝
て
し
ま

っ
て
お

り
、
宿
直
番
の
女
房
に
報
告
し
て
退
出
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
使
者
の
役
目
と
し
て
は
、
こ
の
時
期
兼
実
の
命
に
よ
り
粟
田
口
で
の
兼

雅

(前
左
大
臣
)
の
仏
事
に
も
参
仕
し
て
い
る

(c　10

(f
)
歌
会

・
歌
合

良
経
は
摂
関
家

の
家
督
を
継
ぐ
と

い
う
恵
ま
れ
た
地
位
に
よ

っ
て
、
俊
成

の
御
子
左
家
と
顕
昭
ら
の
六
条
藤
家
と
の
対
立
を
背
景
に
、

両
者
の
間
に
立

っ
て
歌
会

・
歌
合
を
た
び
た
び
主
催
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
や
が
て
御
子
左
家
の
歌
人
た
ち
を
高
く
評
価
し
て
い
く
よ
う

に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
時
期
に
九
条
家
に
仕
え
て
い
た
定
家
に
つ
い
て
、
風
巻
景
次
郎
氏
は

「か
れ
は
ま

っ
た
く
宮
廷
に
対
し
て
は
無

関
係
で
あ

っ
て
、
ま

っ
た
く
九
条
家
付
属
の
歌
人
で
あ

っ
た

〔旦
」
と
さ
れ
て
い
る
。

定
家
は
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
九
条
家
に
家
礼
と
し
て
仕
え
て
い
た
が
、
俊
成
が
願
い
、
定
家
が
望
ん
だ
ほ
ど
に
は
彼
の
官
位

は
上
昇
し
な
か

っ
た
。
彼
は
そ
の
不
満

・
失
望
を

『明
月
記
』
の
中
で
し
ば
し
ば
記
し
て
い
る

.9

.。
つ
ま
り
、
定
家
に
と

っ
て
は
彼
の

官
位
上
昇
を
最
も
期
待
で
き
る
主
家
が
九
条
家
で
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。



〔2
〕
八
条
院
へ
の
出
仕

定
家
の
八
条
院

(瞳
子
、
鳥
羽
天
皇
の
皇
女
)

へ
の
初
参
は
治
承
四
年

(
=

八
〇
)
三
月
二
〇
日
で
、
定
家

一
九
歳
の
時
で
あ

っ
た
。

「
依
レ
仰
参
二
八
条
院

こ

と
あ
る
よ
う
に
、
父
俊
成
の
意
図
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
表
で
見
る
か
ぎ
り
九
条
家

へ
の
出
仕
回
数
と

は
比
較
に
は
な
ら
な

い
が
、
八
条
院

へ
の
出
仕
回
数
は
正
治
元
年
に
は
四
〇
回
、
同
二
年
で
は
三
六
回
と
安
定
し
た

回
数
で
出
仕
し
て
い

る
。
当
時
の
八
条
院
は
膨
大
な
院
領
を
有
し

一辺
、
源
平
の
騒
乱
期
に
お
け
る
政
局
に
も
大
き
な
影
響
力
を
持

っ
た
。
ま
た
、
以
仁
王
の

姫
君
や
平
頼
盛
な
ど
の
、
騒
乱
で
不
遇
と
な

っ
た
人
た
ち
を
庇
護
す
る
役
割
を
も
果
た
し
た
。

定
家
の
姉
妹
は
知
ら
れ
て
い
る
限
り
で
も

一
五
名
お
り
、
女
院
に
仕
え
た
こ
と
の
あ
る
姉
妹
は

一
二
名
で
あ
り
、
『明
月
記
』
嘉
禄
二

年

(
一
二
二
六
)

一
二
月

一
八
日
条
に
よ
る
と
そ
の
内

の

=

名
は
禁
色
を
許
さ
れ
て
い
る
。
内
四
名
が
八
条
院
に
仕
え
て
い
た
。
さ
ら

に
定
家
の
母
も
八
条
院
女
房
で
あ

っ
た
こ
と
か
ら
、
定
家
は
早
く
か
ら
八
条
院
に
参
じ
て
お
り
院
司
と
な

っ
て
い
た

亘

。
な
お
、
い
つ

か
ら
か
は
不
明
で
あ
る
が
定
家
は
八
条
院
の
所
有
す
る
近
江
の
吉
富
庄
の
預
所
と
な

っ
て
い
た

象
。

定
家
の
八
条
院
に
お
け
る
主
な
出
仕
内
容
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

(
a
)
使
者

『明
月
記
』
正
治
二
年
八
月
四
日
条
に

「
暁
鐘
之
程
出
レ京
参
二
日
吉

一懐
コ
中
御
願
文
、
併
女
院
御
書
等

一、
夜
前

給
之
、
於
二
大
津
辺
一

天
漸
曙
、
著
二
宿
所

一、
申
二
参
由
女
房

一了
」
と
あ
る
。
八
条
院
の
猶
子
と
な

っ
て
い
た

一
品
宮

(昇
子
)
の
日
吉

社
御
経
供
養
に
、
定

家

は
八
条
院
の
願
文
や
手
紙
等
を
懐
中
に
朝
早
く
出
京
し
て
日
吉
社
に
参
じ
、

一
品
宮
の
女
房
に
渡
す
の
で
あ
る
。

(b
)
仏
事

同
年
五
月
二
一二
日
条
に
は

「参
二
八
条
院

一、
取
二
御
月
忌
布
施

　、
隆
信
、
長
経
朝
臣
、
頼
房
、
隆
範
、
隆
兼
参

入
、
中
将
殿
見
参
之

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五

一
[
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藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五

二

[8

]

後
退
出
」
と
あ
る
。
こ
の
日
は
八
条
院
の
月
忌
で
、
定
家
は
参
上
し
て
布
施
を
取
り
、
八
条
院
の
猶
子
と
な

っ
て
い
た
良
輔

(兼
実
息
)

に
謁
し
た
後
に
退
出
し
て
い
る
。
八
条
院
は
仏
教
に
深
く
帰
依
し
、
承
安
四
年

(
=

七
四
)
に
は
仁
和
寺
の
中
に
蓮
華
心
院
を
建
立
し

た
ほ
ど
で
あ

っ
た
か
ら
、
月
忌

・
例
講

・
節
会
な
ど
の
催
し
も
多

い
。
ま
た
、
良
輔
は
漢
詩
を
好
み
、
八
条
院
に
参

じ
た
定
家
に
漢
詩
を

作

ら
せ
る
こ
と
も
あ

っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
藤
原
定
家
と
九
条
家

・
八
条
院
と
は
明
確
な
主
従
関
係
に
あ
り
、
九
条
家
で
は
家
礼
と

し
て
、
ま
た
八
条
院

で
は
院
司
と
し
て
出
仕
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
役
を
務
め
て
い
た
。
ま
た
、定
家
の
出
仕
奉
公
に
対
し
て
九
条
家
か
ら
は
荘
園
七
ヶ
所
を
賜
り
、

ま
た
八
条
院
で
は
荘
園
の
預
所
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
彼
の
日
次
記
で
あ
る

『明
月
記
』
の
記
述
に
お
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の

出
仕
回
数
は
多
く
、
出
仕
の
内
容
も
具
体
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
記
事
も
詳
し
い
。

二

式
子
内
親
王
へ
の
参

式
子
内
親
王
は
仁
平
二
年

(
一
一
五
二
)
こ
ろ
、
雅
仁
親
王

(後
白
河
天
皇
)
の
第
三
皇
女
と
し
て
誕
生
。
母
は
権
大
納
言
藤
原
季
成

女

の
成
子

(高
倉
三
位
)
で
あ

っ
た
。
平
治
元
年

(
=

五
九
)
に
斎
院
に
ト
占
さ
れ
た
が
嘉
応
元
年

(
=

六
九

)
病

の
た
め
退
下
し

て

い
る
。
そ
の
後
文
治
元
年

(
=

八
五
)
に
准
后
の
宣
下
が
あ

っ
た
。
『吾
妻
鏡
』

(文
治
二
年
三
月

=
二
日
条
)
に
よ
れ
ば
信
濃
国
依

田
荘
、
越
後
国
字
河
荘
、
大
神
庄
な
ど
の
領
地
が
知
ら
れ
て
お
り
、
相
当
な
経
済
力
も
有
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
文
治
の
こ
ろ
は
八
条

院
と
同
居
し
て
い
た
が
、
八
条
院
領
の
相
続
を
め
ぐ

っ
て
、
式
子
が
呪
誼
を
行

っ
た
と

の
風
聞
が
立
ち
、
そ
の
た
め
に
式
子
は
自
ら
出
家

を
遂
げ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
ま
た
建
久
三
年

(
=

九
二
)
の
後
白
河
院
の
崩
御
時
に
は
相
応

の
相
続
を
受
け
て
い
る

〔-3
)。



定
家
の
式
子
内
親
王

へ
の
初
参
は
治
承
五
年

(
=

八

一
)
正
月
三
日
で
あ

っ
た
。
『明
月
記
』
に
は

「参
二
三
条
前
斎
院

一今
日
初
参
、

依

レ
仰
也
、
薫
物
馨
香
券
酸
」
と
あ
る
。
「
依
レ
仰
」
と
あ
り
、
俊
成
に
連
れ
ら
れ
て
の
参

で
あ

っ
た
。
「
謁
」
の
語
が
な

い
こ
と
か
ら
、

定
家
は
式
子
内
親
王
に
拝
謁
し
た
の
か
さ
え
定
か
で
は
な
く
、
控
間
で
俊
成
を
ひ
た
す
ら
待

っ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
定
家
は
こ
の

と
き
従
五
位
下
で
あ

っ
た
。
ま
た
同
年
九
月
二
七
日
条
に
は

「入
道
殿
如
レ
例
引
率
、
令
レ
参
二
萱
御
所
斎
院
一給
、
有
二
御
弾
箏
事

↓云
々
」

と
あ
る
。
初
参
か
ら
九
ヶ
月
後
の
記
事

で
あ
る
。
「如
レ
例
」
と
あ
る
か
ら
、
俊
成
は
そ
の
間
何
度
か
定
家
を
伴

っ
て
式
子
御
所
に
参
じ

て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
記
事
に
関
し
て
、
安
田
章
生
氏
は

「内
親
王
は
、
こ
の
父
子
歌
人
に
特
別
に
目
を
か
け
ら
れ
て
い
た
も
の
で

あ

ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
日
は
箏
を
弾

い
て
聞
か
せ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
間
に
、
よ
ほ
ど
の
こ
ま
や
か
な
親
愛
の
情
が
動

い
て
い
た
と
見
ら
れ
る

藝
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
今
村
み
ゑ
子
氏
は

「
云
々
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
、
「少
な
く
と

も
弾
箏
に
つ
い
て
は

「云
々
」
と
、
聞
き
書
き
に
な

っ
て
い
る
の
で
、
式
子
が
定
家
に
箏
を
弾
奏
し
て
聞
か
せ
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
い

B
こ

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
定
家
は
式
子
に
拝
謁
し
て
は
お
ら
ず
、
直
接
聞
い
て
は
い
な

い
の
で
あ

る
。
な
お
、
後
年
定

家
は
息
子

の
為
家
を
連
れ
て
し
ば
し
ば
院
御
所
や
他
所

へ
参
じ
た
り
し
て
い
る
が

聾

、
こ
れ
も
女
房

へ
の
顔
見
せ
が
目
的
で
あ

っ
て
、

院
に
謁
し
て
い
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
条
で
の
俊
成
の
意
図
も
女
房

へ
の
顔
見
せ
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

定
家
が
式
子
に
仕
え
る
女
房
た
ち
に
親
し
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
『明
月
記
』

の
記
述
か
ら
も
察
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
当

時
は
定
家
の
姉
妹
二
人

(龍
寿
御
前
、
前
斎
院
女
別
当
)
が
禁
色
を
許
さ
れ
女
房
と
し
て
式
子
の
元
に
出
仕
し
て
お
り
、
何
か
と
便
宜
を

図

っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
式
子
の
後
見
役
で
あ

っ
た
吉
田
経
房
は
定
家

の
従
兄
弟
で
あ
り
、
俊
成

一
家
と
親
交
が
あ

っ
た
。

し
か
し
、
式
子
内
親
王
へ
の
参
が
、
そ
の
後
の
定
家
の
官
位
昇
進
に
ど
れ
だ
け
の
影
響
を
与
え
た
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
結
果
的
に
は

影
響
は
ほ
と
ん
ど
無
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
九
条
家
や
八
条
院
に
対
し
て
の
官
位
昇
進
に
関
す
る
不
満

・
不
平
の
記
事
は
多
く
あ

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五

三

[
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藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五
四

[10

]

る
が

重

、
式
子
に
官
位
昇
進
に
関
し
て
定
家
が
何
ら
か
の
要
望
を
伝
え
た
よ
う
な
記
事
も
不
平

・
不
満
の
記
事
も
見
当
た
ら
な
い
。

ら

に
式
子
か
ら
な
ん
ら
か
の
荘
園
の
職
を
賜

っ
た
ら
し
い
記
述
も
な
い
。

さ

先
に
表
で
示
し
た
よ
う
に
、
定
家

の
式
子
御
所

へ
の
参
仕
の
回
数
は
正
治
元
年
が
二
七
回
、
翌
二
年
が
四
九
回
で
あ
る
。
正
治
二
年
の

参
仕
回
数
が
四
九
回
と
多
く
な

っ
て
い
る
の
は
、
式
子
の
病
に
対
し
て
の
参

の
記
述
が
あ
る
た
め
で
あ
る
。
式
子
は
正
治
二
年
の
翌
年
、

建
仁
元
年

(
一
二
〇

一
)
正
月
二
五
日
に
没
し
て
い
る
。
九
条
家
や
八
条
院

へ
の
出
仕
回
数
と
比
較
し
て
少
な

い
の
は
も
と
よ
り
、
具
体

的
な

「出
仕
内
容
」
に
関
す
る
記
述
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
た
伝
聞
を
意
味
す
る

「
云
々
」
(式
子
御
所
の
女
房
た
ち
か

ら
の
聞
き
書
き
)
の
多
さ
も
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
式
子
に
禁
色
を
許
さ
れ
て
仕
え
て
い
る
定
家
の
姉
二
人
と
、
そ

の
同
僚
で
あ
る
他
の

女
房
と
の
人
間
関
係
を
こ
そ
定
家

の
式
子
御
所

へ
の
参
じ
方
の
中
で
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
明
確
な
主
従
関
係
に
あ

っ
た
九

条
家
や
八
条
院

へ
の
出
仕
回
数
、
出
仕
内
容
に
関
す
る
定
家
の
記
述
と
は
、
明
ら
か
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

『明
月
記
』
正
治
二
年

一
〇
月

一
日
条
に
は

「参
二
大
炊
殿

一、
女
房
云
、
春
宮
御
猶
子
渡
御
事
、
已
以

一
定
、
御
所
修
理
事
井
女
房
等

出
立
、
労
御
大
事
云
々
、
昏
黒
退
出
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
は
定
家
は
取
次
の
女
房
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
て

い
る
の
で
あ
る
。
春
宮

(守
成
親
王
、
後
鳥
羽
院
第
三
皇
子
)
が
式
子
の
猶
子
と
な
る
こ
と
は

「已
以

一
定
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
。
ま
た
式
子
御
所
の
修
理
の

事
等
や
式
子
の
病
状
な
ど
。
「昏
黒
退
出
」
と
長

い
時
間
を
式
子
御
所
で
過
ご
し
た
よ
う
に
記
し
て
は
い
る
が
、
そ

の
間
女
房
に
謁
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
話
を
聞

い
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
参
じ
た
際
に
直
接
に
式
子
内
親
王
に
謁
し
た
こ
と
は
案
外
少
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
。

式

子
は
定
家

の
父
俊
成
を
歌
の
師
と
し
て
お
り
、
ま
た
定
家
も
歌
人
で
あ

っ
た
か
ら
多
少

の
親
愛

の
情
は
有
し
て

い
た
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
内
親
王
で
あ
る
式
子
と
従
四
位
上

・
近
衛
権
左
少
将

(当
時
)
の
定
家
の
身
分
差
は
絶
対
的
で
あ

っ
た
。
「
参
二
大
炊
殿
一、
給
二
御



歌

↓見
レ
之
、
皆
以
神
妙
」
(正
治
二
年
九
月
五
日
)
と
あ
る
の
も
、
式
子
の
歌
は
直
接
に
式
子
か
ら
定
家

に
渡
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
取

次

の
女
房
を
介
し
て
定
家
に
渡
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

定
家
は
式
子
内
親
王
の
家
司
で
あ

っ
た
と
す
る
も
の
も
あ
る
が

奪
、
先
に
記
し
た
よ
う
に
九
条
家
に
お
い
て
は
本
来
武
官
で
あ
り
実

務
能
力
を
有
し
な

い
定
家
は
家
司
で
は
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
、
む
し
ろ
家
礼
的
な
動
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
り

魯
、
従

っ
て
こ
れ
か

ら
考
え
て
も
、
式
子
内
親
王
の
家
司
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
ま
た
式
子
御
所
に
お

い
て
家
政
の
実
務
を
務
め
て
い
る
よ
う
な
動

き
を
し
て
い
る
記
述
も
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

『明
月
記
』
建
久
三
年

(
=

九
二
)
五
月
二
日

参
二
六
条
殿
一、
被
レ
寄
二
股
富
門
院
御
車

[間
也
、
即
騎
馬
六
条
西
行
、
猪
隈
北
行
、
御
コ
幸
泰
経
卿
家

↓、
公
卿
、
隆
房
、
雅
隆
、

光
雅
、
経
家
、
公
衡
、
定
輔
卿
、
殿
上
人
、
隆
信
、
成
定
、
伊
輔
、
雅
行
、
顕
兼
、
下
官
、
長
俊
、
隆
経
、
隆
雅
、
保
家
朝
臣
等
也
、

入
御
之
後
退
出
、
難
レ
欲
レ
参
⊃
会
斎
院
御
供

一、
已
出
御
了
、
伍
自
二
六
条
殿

一退
出
、
(中
略
)
斎
院
遷
⊃
御
戸
部
吉
田

}、
殿
上
人

騎
馬
供
奉
云
々
、
下
官
献
二
出
車

一了
、

式
子
は
六
条
殿
か
ら
経
房
の
吉
田
邸
に
移
御
す
る
が
、
こ
の
際
定
家
は
供
奉
し
て
は
お
ら
ず
、
出
車
を
献
じ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ

れ
も
公
式
な
仕
え
方
で
は
な
か

っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
正
治
二
年
正
月
三
〇
日
の
記
事

に

「早
旦
参

二大
炊
殿
一、
自
二
一
昨

日

一御
足
又
被
レ
休
レ
薬
之
由
聞
レ
之
、
仰
驚
参
」
と
あ
り
、
式
子
の
病
状
の
悪
化
を
女
房
か
ら
告
げ
ら
れ
て
驚

い
て
参
ず
る
と
い
う
記
事

も
多
い

(20
.。
公
的
な
主
従
関
係
に
も
と
つ
い
て
常
に
参
じ
て
い
た
と

い
う
動
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
は
、
次
の
記
事
に
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

同
建
仁
二
年

(
一
二
〇
二
)
正
月
二
五
日

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五

五

[
11

]
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午
時
許
束
帯
参
二
大
炊
御
門
旧
院

一、
今
日
御
正
日
也
、
入
道
左
府
被
二
経
営

↓云
々
、
彼

一
門
人
済
々
也
、
予
不
レ
交
レ
衆
、
謁
二
尼

大
納
言
殿
　退
出
、
今
日
出
二
此
院
↓可
レ
被
レ
住
二
左
女
牛
小
家

一、
傍
借
レ家
、
即
参
二
九
条
殿

↓、
女
院
御
仏
事

、

式
子
内
親
王
の

一
周
忌
仏
事
の
記
事
で
あ
る
。
定
家
が
大
炊
旧
院

へ
参
じ
る
と
式
子
内
親
王
の

一
周
忌
仏
事
を
差
配
し
て
い
た
の
は
入

道
左
府

(藤
原
実
房
)
で
あ

っ
た
。
「
予
不
レ
交
レ
衆
」
と
あ
る
よ
う
に
定
家
は
こ
の
仏
事
に
関
係
し
て
は
お
ら
ず
、
も
し
式
子
に
仕
え
て

い
た
の
で
あ
れ
ば
こ
の
よ
う
な
動
き
は
し
な

い
で
あ
ろ
う
。
実
房
や
そ
の
甥
の
公
時
ら
が
経
房
没
後
の
式
子
の
後
見
人
と
な

っ
て
い
た
ら

し
く
、
定
家
と
姉
の
二
人
の
女
房
の
立
場
は
微
妙
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
建
仁
三
年

(
一
二
〇
三
)
八
月
九

日
条
の
卿
三
品

(兼

子
)
堂
供
養
で
は

「貴
賎
挙
レ
首
、
日
来
左
府
禅
門
奔
走
奉
行
、
近
日
偏
如
レ行
二
家
務

こ

と
記
し
て
お
り
、
実
房

の
こ
と
を
よ
く
思

っ

て

い
な
か

っ
た
ら
し
い
。
な
お
、
吉
田
経
房
は
正
治
二
年
閏
二
月

=

日
に
五
八
歳
で
没
し
て
い
る
。
定
家
は
仏
事

の
左
配
に
は
参
加
せ

ず
、
そ
の
ま
ま
姉
の
尼
大
納
言
殿

(龍
寿
御
前
)
に
謁
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
正
治
元
年
七
月

一
八
日

辰
時
許
参
二
大
臣
殿

・、
巳

一
点
御
出
、
令
レ
参
レ
院
給
、
地
下
錐
二
進
退
谷

一応
二
参
入

一、
令
レ
昇
給
之
後
、
難
レ
昇
二
下
侍
殿
上
縁
辺

一、

日
影
暑
気
難
レ
堪
、
侃
私
退
出
、
参
二
大
炊
殿

「資
家
少
将
同
在
二
御
供
一、
傍
事
不
レ
可
レ
欠
、
良
久
雑
色
奔
来

、
告
二
御
退
出
之
由
一

令
レ
参
二
御
所

一給
云
々
、
即
乗
レ
車
、
大
炊
御
門
西
行
、
於
二
二
条
壬
生

↓奉
レ
待
二
御
車

一御
供
、

こ
の
日
、
定
家
は
大
臣
殿

(良
経
)
の
お
供
を
し
て
院
に
参
じ
た
の
で
あ
る
が
、
地
下
で
あ
る
た
め
屋
外
の
暑

さ
に
堪
え
切
れ
ず
、
同

僚

の
藤
原
資
家
に
後
の
事
を
頼
ん
で
、
ひ
と
り
大
炊
殿

(式
子
御
所
)

へ
と
逃
げ
込
む
の
で
あ
る
。
し
ば
ら
く
し
て
雑
色
か
ら
良
経
の
退

出
を
聞
き
、
急
ぎ
車
に
乗
り
良
経

一
行
を
二
条
壬
生
に
お
い
て
待
ち
う
け
て
合
流
し
て
い
る
。
正
治
元
年
か
ら
翌

二
年
の
こ
の
時
期
は
、

表

の
出
仕
回
数
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、定
家
は
病
弱
で
あ
り
な
が
ら
も
、
こ
ま
め
に
九
条
家
や
八
条
院
に
出
仕
し
て

い
た
。

一
方
で
は

「地



下

の
身
」
で
官
位

の
昇
進
も
ま
ま
な
ら
ず
、
不
平

・
不
満
を
記
し
て
い
る
時
期
で
も
あ

っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し

て
も
、
定
家
の
こ
の

行
動
は
理
解
し
か
ね
る
。
定
家
は
九
条
家
の
公
務
と
し
て
良
経
の
お
供
を
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
最
中
に
暑
さ
に
耐
え
か
ね
る
と
し

て
私
的
に
公
務
か
ら
逃
げ
出
す

(逃
げ
出
せ
る
)
と
い
う
の
は
考
え
に
く
い
。

一
方
、
定
家
と
共
に
良
経
の
参
院

の
お
供
を
し
て
い
た
藤

原
資
家
も
主
人
の
九
条
良
経
さ
え
も
、
定
家
の
こ
の
行
動
に
対
し
て
難
を
加
え
て
い
る
様
子
も
な

い
。
定
家

の
こ

の
動
き

の
意
味
は
資
家

に
も
主
人
の
良
経
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

藤
原
定
家
は
式
子
内
親
王
の
御
所

へ
た
び
た
び
参
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
公
的
な
出
仕
を
し
て
い
る
動
き
で
は
な
か

っ
た
。
従

っ
て
家

司
で
あ

っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た

「云
々
」
か
ら
考
え
る
と
、
定
家

の
式
子

へ
の
参
は
式
子
に
謁
す
る
た
め
で
は
な
く
、
姉

二
人

ら
の
女
房
に
謁
す
る
の
が
目
的
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
定
家
と
式
子
の
問
に
相
思
や
恋
愛
感
情
が
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く
い

の
で
あ
る
。
で
は
、
藤
原
定
家
は
ど
の
よ
う
な
理
由
で
式
子
内
親
王
御
所

へ
た
び
た
び
参
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

三

式
子
の
後
見
と
し
て
の
定
家
の
動
き

建
久
三
年
五
月
二
日
、
式
子
は
六
条
殿
か
ら
吉
田
経
房
の
吉
田
邸
に
移
御
す
る
。
こ
の
時
期
か
ら
経
房
は
式
子
の
後
見
人
と
な
っ
て
い

た

の
で
あ
ろ
う
。
経
房
は
名
誉
と
さ
れ
る

「三
事
兼
帯
」
(衛
門
佐
、
五
位
蔵
人
、
弁
官
の
兼
務
)
等
を
経
て
蔵
人
頭
、
左
大
弁
か
ら
中

納
言
、
権
大
納
言
兼
民
部
卿
と
進
み
、
実
務
官
僚
と
し
て
蓄
積
し
て
き
た
豊
か
な
経
験
と
知
識
を
踏
ま
え
て
お
り
、
し
か
も
廉
直
で

「う

る
は
し
き
」
「あ
り
が
た
か
り
し
人
」
(『源
平
盛
衰
記
』
)
と
評
さ
れ
て
い
た
。
経
房
が
式
子
の
後
見
人
と
な

っ
た
理
由
は
、
そ
の
よ
う
な

人
柄

・
能
力
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
俊
成
は
そ
の
経
房
と
の
親
戚
関
係
も
あ

っ
て
二
人
の
女
を
式
子
の
女
房
と
し
て
出
仕
さ
せ
て

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五

七
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い
た
と
思
わ
れ
る
。

式
子
を
め
ぐ
る
人
間
関
係
と
、
そ
の
中
で
の
定
家
の
動
き
を
見
て
み
る
と
、

①
式
子
の
後
見
人
で
あ

っ
た
吉
田
経
房
は
藤
原
定
家
の
従
兄
弟
で
あ
り
、
俊
成

一
家

(御
子
左
家
)
と
親
交
が
あ

っ
た
。
経
房
は
母
が

俊
成

の
父
で
あ
る
俊
忠
女
で
、
俊
成
の
姉
妹
で
あ
り
定
家
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
。
さ
ら
に
経
房
の
妻
は
俊
成

の
孫
娘

(母
は
俊
成
女

の
故
京
極
局
)
で
も
あ

っ
た
。

②
そ
の
縁
で
あ
ろ
う
か
俊
成
は
女
二
人

(龍
寿
御
前
と
前
斎
院
女
別
当
)
を
式
子
御
所

へ
女
房
と
し
て
出
仕
さ
せ

て
い
た
。
こ
の
二
人

は
い
ず
れ
も
禁
色
を
許
さ
れ
て
い
た
。
特
に
龍
寿
御
前
は
定
家
よ
り
四
歳
年
上
の
姉
で
、
定
家
と
も

っ
と
も
仲

の
よ
か

っ
た
姉
妹
の

一
人
で
あ

っ
た
。

③
定
家
は
式
子
御
所

へ
た
び
た
び
参
じ
て
は

い
た
が
、
明
確
な
主
従
関
係
で
は
な
か

っ
た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
定
家

の
式
子
御
所

へ
の
参
は
具
体
的
な
出
仕
内
容
を
伴

っ
て
お
ら
ず
、
現
存
す
る
定
家

の
日
次
記
で
あ
る

『明
月
記
』

の
記
事
で
は
女
房
た
ち
に
謁
し

て
い
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。

④
主
人
九
条
良
経
の
参
院
の
お
供
の
際
、
定
家
は
暑
さ
に
耐
え
き
れ
な
い
と
し
て
同
僚
の
藤
原
資
家
に
後
を
頼
み
、
院
か
ら
式
子
御
所

へ
逃
避
し
て
い
る
。
雑
色
か
ら
良
経
の
退
出
の
知
ら
せ
を
受
け
、
急

い
で
途
中
で
お
供

の
列
に
合
流
す
る
と

い
う
不
可
解
な
動
き
を

し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
主
人
の
良
経
や
同
僚
の
資
家
か
ら
難
を
受
け
た
と

い
う
様
子
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
整
合
性
を
持
ち
得
る
の
か
。

こ
こ
で
定
家
の
父
俊
成

の
位
置
を
考
え
て
み
た

い
。



藤
原
俊
成
は
道
長
の
六
男
で
あ

っ
た
長
家
か
ら
始
ま
り
御
子
左
家
権
中
納
言
俊
忠
の
三
男
と
し
て
永
久
二
年

(
1
1
l
四
)
に
生
ま
れ

た
が
、
十
歳

で
父
と
死
別
し
、
葉
室
顕
頼
の
養
子
と
な
り
顕
広
と
名
乗

っ
て
い
た
。
母
は
伊
予
守
藤
原
敦
家
の
女

で
あ
る
。
仁
安
二
年

(
=

六
七
)
に
本
流
に
復
す
る
と
も
に
俊
成
と
改
め
た
。
大
治
二
年

(
=

二
七
)
に
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
美
作
守
に
任
ぜ
ら
れ
る
。

そ

の
後
は
加
賀
守

・
遠
江
守

二
二
河
守

・
丹
後
守
な
ど

の
受
領
を
歴
任
し
、
仁
安
元
年

(
=

六
六
)
八
月
二
七
日

に
五
三
歳
で
従
三
位

に
叙
せ
ら
れ
翌
二
年
正
三
位
と
な

っ
た
。
仁
安
元
年
こ
ろ
か
ら
歌
壇
の
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
し
俊
成
の
御
子
左
家
は
藤
原
清
輔

な
ど
の
六
条
藤
家
と
な
ら
ん
で
歌
の
家
柄
を
代
表
す
る
よ
う
に
な
る
。
文
治
四
年

(
=

八
八
)
に
は
後
白
河
院
の
院
宣
に
よ
り

『千
載

和
歌
集
』

の
撰
者
と
な
る
。
ま
た
建
久
八
年

(
=

九
七
)
に
は
式
子
内
親
王
に
歌
論
書

『古
来
風
体
抄
』
を
献
上
し
て
い
る
。
さ
ら
に

建
仁
元
年

(
一
X
10

1
)
に
設
置
さ
れ
た
和
歌
所
の
寄
人
に
も
加
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
建
仁
三
年
十

一
月
に
は
歌
人
と
し
て
の
功

績

で
、
後
鳥
羽
院
か
ら
九
十
賀
を
賜

っ
た
と
さ
れ
る
。

御
子
左
家
は
藤
原
道
長
の
六
男
長
家
を
祖
と
す
る
、
代
々
大
納
言
ま
た
は
中
納
言
に
ま
で
昇
進
す
る
家
格
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
定
家

の
父
俊
成
は
実
父
俊
忠
と
早
く
死
別
し
た
と

い
う
こ
と
も
あ

っ
て
、
当
時
の
歌
壇
の
長
老
的
立
場
で
は
あ

っ
た
が
、
老
年
に
な

っ
て
か
ら

よ
う
や
く
三
位
と
な
り
、
公
卿
に
列
し
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
従

っ
て
、
御
子
左
家
の
家
格
が
上
昇
す
る
か
ど
う
か

は
俊
成
は
も
と
よ
り
、

兄
成
家
と
定
家
兄
弟
の
昇
進
に
か
か

っ
て
い
た
と

い
え
る
。

俊
成
の
家
格

の
上
昇
を
念
願
と
し
た
政
治
的
動
き
は
、
俊
成
自
身

の
日
次
記
も
な
く
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
先
に
記
し
た
よ

う
に
定
家
を
九
条
家
や
八
条
院
に
参
じ
さ
せ
、
九
条
家
で
は
家
礼
と
し
て
、
八
条
院
で
は
院
司
と
し
て
出
仕
さ
せ
て

い
た
。
兄
の
成
家
は

近
衛
家
に
出
仕
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
俊
成
の
妻
は
女
房
加
賀
と
よ
ば
れ
、
最
初
は
美
福
門
院
に
出
仕
し
て
い
た
。
こ
れ
は
父
の
若
狭

守
親
忠
が
美
福
門
院
の
乳
父
で
あ

っ
た
関
係
か
ら
で
あ

っ
た
。
そ
の
後
美
福
門
院
の
娘

の
八
条
院
に
出
仕
し
、五
条
局
と
呼
ば
れ
て
い
た
。

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

五
九

[15
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俊
成
の
妻
と
な

っ
て
も
依
然
と
し
て
八
条
院
に
出
仕
し
て
い
た
ら
し

い
。
俊
成
が
多
く
の
娘
た
ち
の
う
ち
四
人
を
八
条
院
に
女
房
と
し
て

出
仕
さ
せ
て
い
た
の
も
、
こ
の
関
係
か
ら
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
俊
成
は
八
条
院
と
は
深
い
関
係
を
有
し
て
い
た
と

い
え
る
。
同
様
に
式
子
内
親
王
の
も
と
に
も
定
家
の
姉
二
人
を
出
仕
さ
せ

て

い
た
。
こ
れ
ら
の
定
家
の
姉
妹
た
ち
は
皆
女
房
と
し
て
優
秀
で
あ

っ
た
ら
し
く
、
定
家
は

『明
月
記
』

(嘉
禄
二
年

一
二
月

一
八
日
条

で

「予
姉
妹
十

一
人
、
面
々
官
位
悉
有
二
此
恩

」

(禁
色
を
許
さ
れ
て
い
た
)
と
誇
ら
し
げ
に
記
し
て
い
る
。

以
上
か
ら
考
え
れ
ば
、
俊
成
は
八
条
院
か
ら
親
戚
で
あ
る
吉
田
経
房
と
共
に
式
子
の
後
見
を
要
請
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
も
思

わ

れ
る
。

つ
ま
り
定
家

の
二
人
の
姉
が
女
房
と
し
て
式
子
御
所

へ
出
仕
し
だ
し
た
の
は
後
見
の
目
的
が
あ
り
、
そ
の
最
初
は
式
子
が
経
房

邸

に
移
御
し
た
こ
ろ

(建
久
三
年
)
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
定
家
は
こ
の
二
人
の
姉
の
相
談
役
的
立
場
と
し
て
式
子

御
所

へ
参
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
と
す
れ
ば
、
定
家
の
不
可
思
議
な
行
動
も
整
合
性
を
持

つ
。
同
僚
で
あ
る
藤
原
資
家
や
九
条
良
経

は
そ
れ
を
知

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
定
家
の
逃
避
的
動
き
に
難
を
加
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

こ
こ
で
も
う

一
度
先
に
記
し
た
式
子
内
親
王
の

一
周
忌
仏
事

の
記
事

(『明
月
記
』
建
仁
二
年
正
月
二
五
日
条
)
を
見
て
み
た

い
。
定

家

は
仏
事
を
経
営
し
て
い
る
実
房
た
ち
と
は
交
わ
ら
ず
、
さ

っ
さ
と
姉
の
尼
大
納
言

(龍
寿
御
前
)
に
謁
し
て
い
る
。
「
謁
二
尼
大
納
言

殿

一退
出
、
今
日
出
二
此
院

【可
レ
被
レ
住
二
左
女
牛
小
家

一、
傍
借
レ
家
、
即
参
二
九
条
殿
」

と
あ
る
。
姉
の
尼
大
納
言

(龍
寿
)
は
こ
の
日

を
も

っ
て
式
子
御
所
で
の
公
式
な
出
仕
を
終
え
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
式
子
の
女
房
と
し
て
の
最
後

の
謁
で
あ

っ
た
。
定
家
も
こ

れ
で
式
子
の
女
房
と
し
て
仕
え
て
い
た
姉
二
人
の
支
え

(相
談
役
)
を
果
た
し
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
後
見

人

で
あ

っ
た
吉
田
経
房
は
正
治
二
年
閏
二
月

=

日
に
没
し
て
い
る
。
定
家
は
同
年
正
月
三
〇
日
の
条
に
お
い
て

コ
戸
部
所
労
如
レ
待
レ



時
云
々
、
於
レ
今
者
天
下
古
老
也
、
可
レ
惜
可
レ
痛
」
と
記
し
て
い
る
。
吉
田
経
房

・
御
子
左
家
と

い
う
式
子
内
親
王

の
後
見
ラ
イ
ン
の
大

半
が
経
房
の
没
に
よ
っ
て
崩
れ
て
し
ま
う
と

い
う
嘆
き
で
あ

っ
た
ろ
う
。
同
年
閏
二
月

一
日
条
で
は

コ
戸
部
昨
日
出
家
云
々
、
先
辞
二
両

職

一」
と
あ
り
、
同
月

一
二
日
条
で
は

コ
戸
部
昨
日

一
定
入
滅
云
々
、
是
猶
末
代
之
重
臣
也
、
可
レ
惜

々
々
々
」
と
あ
り
経
房
の
没
を
悼

ん

で
い
る
。
経
房
の
没
後
、
式
子

の
後
見
役
は
三
条
家

(実
房
)
・
藤
原
公
時

(璽

に
移

っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
姉

二
人
は
そ
の
ま
ま
女

房
と
し
て
出
仕
し
て
お
り
、
定
家
も
式
子
の
病
も
あ

っ
て
、
女
房
た
ち
か
ら
の
連
絡
が
あ
れ
ば
そ
の
都
度
参
じ
て

い
た
。
し
か
し
、
そ
の

後

の
姉
二
人
と
定
家
の
存
在
は
不
安
定
な
も

の
で
あ

っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
定
家
が
こ
こ
で
式
子
に
対
し
て
何

ら
の
感
慨
も
記
せ
ず
、

そ

っ
け
な
い
記
述
と
な

っ
て
い
る
の
は
そ
の
せ

い
で
は
な

い
か
。
つ
ま
り
、
定
家
は
式
子
内
親
王
に
謁
す
る
た
め
式

子
御
所

へ
参
じ
て
い

た

の
で
は
な
く
、
姉

二
人
と
共
に
式
子
を
支
え
る
た
め
に
参
じ
て
い
た
か
ら
で
は
な
か

っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
さ
ら
に
、
式
子
内
親
王
を
と
り
ま
く
官
人
の
な
か
で
、
藤
原
光
資
と
藤
原
家
衡
の
動
き
を
見
て
み
た

い
。

光
資
は
八
条
院
蔵
人
で
あ

っ
た

.磐
。
『明
月
記
』

の
な
か
で
は

「光
資
来
、
相
乗
参
二
大
炊
殿

一」
(正
治
二
年
八
月
六
日
)
の
よ
う
に

た
び
た
び
定
家

へ
の
連
絡
係
と
し
て
働
き
、
式
子
御
所

へ
も
参
じ
て
い
る
。
正
治
二
年

一
二
月

一
〇
日
条
に
は

「今
夜
宿
候
乾
角
進
物
屋

北
方
、
光
資
等
来
二
宿
所

」

と
あ
り
、
式
子

の
病
状
悪
化
の
た
め
に
定
家
ら
と
共
に
宿
所
に
参
じ
て
い
る
。
こ
れ
は
八
条
院

・
式
子

・

定
家

(御
子
左
家
)
の
関
係
を
想
像
さ
せ
る
。

ま
た
、
藤
原

(六
条
)
家
衡
は
二
宮

(守
成
親
王
、
後
鳥
羽
院
の
皇
子
。
順
徳
天
皇
)
家
司
で
あ

っ
た

.23

.。
家
衡
は

「大
炊
殿
大
事

御
之
由
、
家
衡
来
告
、
巳

一
点
参
入
」

の
よ
う
に
式
子
の
病
状
を
告
げ
る
動
き
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
式
子
は

春
宮

(守
成
)
を
猶
子
と
し
て
い
た
時
期
が
あ

っ
た
ら
し
く
、
そ
の
関
係
も
あ
り
家
衡
は
式
子
の
も
と
に
参
じ
て

い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
こ
と
か
ら
、
光
資
や
家
衡
ら
も
ま
た
式
子
御
所
に
定
家
と
同
様
な
目
的
で
も

っ
て
参
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

六
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こ
れ
ら
の
人
間
関
係
の
背
後
に
は
、
八
条
院
や
後
鳥
羽
院
の
存
在
が
見
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
式
子
内
親
王
の
社
会

的
生
活
の
実
務
は
吉
田
経
房
が
後
見
人
と
し
て
担
当
し
、
そ
れ
以
外
の
和
歌
や
御
所
内
で
の
生
活
等
は
定
家
の
姉
二
人
を
女
房
と
し
て
出

仕
さ
せ
、
定
家
や
俊
成
が
必
要
と
あ
ら
ば
そ
の
都
度
支
え
て
い
く
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
さ
ら
に
、
八
条
院
と
後
鳥
羽
院
が
そ
れ
ぞ
れ

に
参
仕
し
て
き
て
い
る
光
資
や
家
衡
な
ど
を
参
じ
さ
せ
て
経
房
の
実
務
を
助
け
、
面
倒
を
見
て
い
く
態
勢
を
と
る
。

そ
の
よ
う
な
形
が
式

子

に
対
す
る
後
見
態
勢
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
み
た
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、他

の
貴
族
に
も
認
知
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

定
家
の
動
き

(参
)
も
こ
の
形
の
中
で
追

っ
て
行
け
ば
、式
子
御
所

へ
の
逃
避
な
ど
と

い
う
動
き

の
不
可
解
さ
も
理
解

で
き
る
の
で
あ
る
。

吉
田
経
房
は
正
治
二
年
閏
二
月

=

日
に
没
す
る
。
そ
し
て
こ
の
正
治
二
年
と

い
う
年
は
、
経
房
を
失

い
式
子
の
重

い
病
に

一
喜

一
憂

し
、
ま
た
家
格
の
上
昇
も
ま
ま
な
ら
な
か

っ
た
俊
成

・
定
家
父
子
に
と

っ
て
も
、

一
方
勅
撰
集
の
編
纂
を
思

い
立

っ
て
い
た
後
鳥
羽
院
に

と

っ
て
も
ま
さ
し
く
画
期
と
な

っ
た
。
同
年
八
月
に
催
さ
れ
る

「院
初
度
御
百
首
」

へ
の
参
加
を
定
家
は
強
く
望
み
、
西
園
寺
公
経
ら
に

働
き
か
け
て
い
た
が
、
内
大
臣
源
通
親

の
反
対
に
会
い
実
現
し
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
俊
成
は

「正
治
奏
状
」

に
よ
っ
て
強
く
定
家

を
推
し
、
直
接
後
鳥
羽
院
に
訴
え
る
の
で
あ
る
。
院
は
俊
成
の
願

い
を
直
ち
に
聴
き

い
れ
た
。
俊
成
は
こ
の
歌
合
が
勅
撰
集
に
繋
が

っ
て

い
く
と

い
う
噂
を
聞

い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
従

っ
て
、
こ
の

「院
初
度
御
百
首
」
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
「歌
の
家
」
御
子
左
家
に
と

っ

て
は
家
格
の
上
昇

へ
の
絶
対
条
件
で
あ

っ
た
。
歌
人
と
し
て
の
自
負
も
あ

っ
た
ろ
う
。
俊
成
の
願

い
を
後
鳥
羽
院
が
直
ち
に
聴
き
入
れ
た

の
は
、
御
子
左
家
の
歌
風
と
後
鳥
羽
院

の
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
意
図
が
合
致
し
て
い
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
が
、
さ
ら
に
は
式
子

へ
の
御
子

左
家
の
後
見
に
対
す
る
好
意
も
加
わ

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
後
、
定
家
は
八
月
二
六
日
に
院
内
昇
殿
が
許
さ
れ
、
定
家
と
後
鳥
羽
院
と
の
短

い
蜜
月
の
始
ま
り
と
な

っ
た
御
召
し
を
迎
え
る
の



で
あ
る
。

一
〇
月
二
六
日
に
は
正
四
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
そ
し
て
翌
月

一
一
月
二
〇
日
に
春
宮

(守
成
)
昇
殿
が
許
さ
れ
る
。

一
方
、
後

鳥
羽
院
は
鎌
倉
に
対
抗
す
る
た
め
勅
撰
和
歌
集
の
編
纂
を
考
え
て
い
た
が
、
俊
成
と
の
出
会

い
は
ま
さ
に
そ
れ
を
可
能
に
さ
せ
る
出
来
事

で
あ

っ
た
と
い
え
る
。
古
今
和
歌
集
を
強
く
意
識
す
る
御
子
左
家
の
歌
人
た
ち
の
新
し
い
歌
風
は
後
鳥
羽
院
の
望
む
所
と

一
致
し
た
と

い

え
よ
う
。
『新
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
命
名
に
は
後
鳥
羽
院
の
深

い
思

い
入
れ
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

建
仁
三
年
八
月
六
日
、
俊
成
は
後
鳥
羽
院
よ
り
九
十
賀
を
賜
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
。
定
家
は

「夜
深
清
範
奉
書
云
、
入
道
皇
太
后
宮

太
夫
於
二
和
歌
所

一可
レ
賜
二
九
十
賀

一、
屏
風
歌
可
二
詠
進

一者
、
此
事
入
道
殿
深
令
二
謙
退

「給
、
可
否
未
二
思
得

↓事
歎
」
と
記
し
た
。
同

月
十
四
日
に
は
屏
風
歌
を
詠
進
す
べ
し
と
の
後
鳥
羽
院
の
仰
せ
が
あ
り
、
定
家
は
参
じ
て
良
経

・
慈
円

・
有
家

・
雅
経
ら
と
と
も
に
歌
を

御
覧
に
い
れ
て
い
る
。
十
月
に
入

っ
て
俊
成
九
十
賀
は
二
十
六
日
で
あ

っ
た
が
比
叡
山
騒
動
の
た
め
延
引
し
十

一
月
二
三
日
と
な

っ
た
。

当
日
の

『明
月
記
』

の
記
事
は
な
く
、
『源
家
長
日
記
』
や

『建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』

に
詳
し
い
。
そ
れ
に
よ

る
と
、
俊
在
は
成
家

・

定
家
兄
弟
に
か
か
え
ら
れ
て
参
上
し
た
ら
し
い
。
賀
は
長
寿

の
祝

い
で
、
四
十
賀

(初
老
)
か
ら
始
め
て
十
年
ご
と
に
続

い
て
い
く
が
、

通
常
は
叔
父

(伯
父
)
な
ど
の
親
戚
が
催
す
も
の
で
あ
り
、
後
鳥
羽
院
が
俊
成

の
九
十
賀
を
催
す
の
は
極
め
て
異
例
で
あ

っ
た
と
い
っ
て

よ

い
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
俊
成

の
歌

へ
の
功
績
、
と
く
に

『新
古
今
和
歌
集
』

へ
の
貢
献
が
主
な
理
由

で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
異
例
さ
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
本
稿
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
式
子
内
親
王
の
後
見
に
た

い
し
て
の
ね
ぎ
ら
い
も
加
味
さ

れ
て
い
た
と
考
え
て
み
た
い
。

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

↓
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お
わ
り
に

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
と
く
に
国
文
学
の
分
野
か
ら
の
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
和
歌
に
関
す
る
記
述

と
と
も
に
、
そ
こ
で
は
定
家
と
式
子
内
親
王
と
の
恋
愛
関
係
に
つ
い
て
の
記
述
が
必
ず
と
い
っ
て
よ

い
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

定
家
の
日
次
記
で
あ
る

『明
月
記
』
の
現
存
す
る
記
事
か
ら
考
え
れ
ば
、
式
子
と
定
家
は
主
従
関
係
に
あ

っ
た
と
す
る
明
確
な
記
述
は
見

当
た
ら
な
い
。
式
子
御
所
に
は
別
の
目
的
で
参
じ
て
い
た
と
考
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
参

の
ほ
と
ん
ど
は
式
子
に
出
仕
し
て
い

る
女
房
に
謁
し
て
様
々
な
話
を
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
定
家
は
式
子
内
親
王
に
は
ほ
と
ん
ど
謁
し
て
は
い
な
い
し
、
さ
ら
に
内
親
王
と

従
四
位
と
い
う
身
分
差
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ

っ
た
ろ
う
。
従

っ
て
、
こ
の
問
題
に
は
否
定
的
と
な
ら
ざ
る
を
え
な

い
の
で
あ
る
。

式
子
御
所

へ
参
じ
た
回
数
と
参
じ
た
際
の
動
き
を
、
定
家

の
明
確
な
主
従
関
係
に
あ

っ
た
九
条
家
と
八
条
院
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
る

と
、
式
子
御
所

へ
参
じ
た
回
数
は
か
な
り
少
な
く
、
正
治
元
年

・二
年
に
多
く
な

っ
て
い
る
の
は
式
子
の
病
の
た
め
参
じ
た
せ
い
で
あ
る
。

ま
た
九
条
家
や
八
条
院
で
の
出
仕
内
容
は
具
体
的
な
記
述
と
な
っ
て
い
る
が
、
式
子
御
所

へ
の
参
は
式
子
の
病
に
関
す
る
記
事
以
外
で
は

具
体
的
な
記
述
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
よ
く
分
か
ら
な

い
。
従

っ
て
、
式
子
御
所
は
九
条
家

・
八
条
院
と
は
ま

っ
た
く
別
の
意
味

の
参
じ
先

で
あ

っ
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。

式
子
御
所
に
は
定
家
の
姉
二
人
が
禁
色
を
許
さ
れ
て
女
房
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
。
ま
た
、
後
見
人
の
吉
田
経
房
は
御
子
左
家
と
親
戚

関
係
に
あ

っ
た
。
さ
ら
に
定
家
の
式
子
御
所

へ
の
逃
避
な
ど
と

い
う
不
可
解
な
動
き
が
あ
る
。
こ
れ
ら
か
ら
考
え
る
と
、
八
条
院
、
さ
ら

に
は
後
鳥
羽
天
皇

(当
時
)
か
ら
俊
成
や
経
房
が
式
子
内
親
王
の
後
見
を
託
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
俊
成
は
御
子
左
家



の
家
格
の
上
昇
を
強
く
望
み
、
そ
の
た
め
に
息
二
人
を
摂
関
家
や
女
院
に
家
礼
や
院
司
な
ど
と
し
て
出
仕
さ
せ
、
多
く
の
女
た
ち
も
ま
た

女
房
と
し
て
八
条
院
や
式
子
に
出
仕
さ
せ
て
い
た
。
そ
の
政
治
的
動
き
の
中
で
、
吉
田
経
房
と
の
親
戚
関
係
も
あ
り
式
子
の
後
見
を
頼
ま

れ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
八
条
院
や
後
鳥
羽
院
も
必
要
と
あ
ら
ば
そ
の
都
度
光
資
や
家
衡
た
ち
を
式
子
の
も
と

に
参
じ
さ
せ
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

一
方
、
式
子
内
親
王
は
ま
た
同
じ
歌
人
と
し
て
、
定
家
に
対
し
て
そ
れ
な
り
の
親
し
み
の
情
を
持

っ
て
は
い
た
の
で
あ
ろ

う
が
、
そ
れ
以
上
で
は
な
く
、
定
家
は
式
子
に
は
ほ
と
ん
ど
謁
せ
ず
に
女
房
た
ち
と
話
を
す
る
だ
け
で
あ
り
、
女
房
と
し
て
出
仕
し
て
い

た
姉
二
人
の
支
え

(相
談
役
)
と
し
て
参
じ
て
い
た
の
が
実
態
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注

(1
)
式
子
内

親
王
と
藤
原
定
家

の
関
係

に
つ
い
て
の
先
行
研
究

は
、
国
島
章
江
氏

「
式
子
内
親
王
と
藤

原
定
家

」

(
『文
学

・
語
学
』

二
四
号
、

一
九
六

二

年
)
、
安

田
章

生
氏

「
式
子
内
親

王
と
定
家

」

(『
藤
原
定
家

研
究
』

至
文

堂
、

一
九

六
七
年
)
、
馬

場
あ
き
子

氏

『式
子
内
親

王
』

(紀
伊

國
屋
新
書
、

一
九

六
九
年

)
、
本
位
田
重
美
氏

「
式
子
内
親
王
」

(和
歌
文
学
会
編

『和
歌
文
学
講
座
』
第
七
巻

『
中
世

・
近

世

の
歌
人
』

桜
楓
社
、

一
九
七
〇
年
)
、

村
井

俊
司
氏

「式

子
内

親
王

の
社
会
的
位
置
-

御
子
左
家
と

の
関
係

を
含

め
て
ー

」

(
『中
京
国
文
学
』

一
二
、
一
九
九
三
年
)
、
今
村
み
ゑ
子
氏

「
定
家

と
式

子
内
親

王
1

『
明
月
記
』

を
中
心

に
ー

」

(
『文
学
』
六
巻

四
号

、

一
九
九
五
年
、
後
に

『鴨
長
明
と

そ
の
周
辺
』

和
泉
書
院
、

二
〇
〇
八
年

に
収

録
)
な
ど

が
あ

る
。

(2
)
前
掲

(1
)
注

、
安

田
氏

論
文

「
式
子
内
親
王
と
定
家
」
。

二
四
六
頁

。

(3
)
前
掲

(1
)
村
井
氏
論
文

「式

子
内
親
王

の
社
会

的
位
置
-

御
子
左
家

と

の
関
係
を
含

め
て
ー

」
。

二
四
頁
。
ま

た
、
石
田
貞
吉
氏
も
定
家

は
式

子

の
家

司
で
あ

っ
た
と

さ
れ
て

い
る

(『
百
人

一
首
評
解
』
有
精
堂
出
版
、

一
九

八
八
年

)
。

(
4
)
定
家
が
九
条
家

か
ら
賜

っ
た
所
領

に

つ
い
て
は
、

『明
月
記
』
建
久
七
年
六
月

一
六
日
条

(伊
予

の
所
領
)
、
正
治

元
年

七
月
二
五
日
条

(下
総
三
崎

荘
)
、
同

八
月

二

一
日
条

(越
後

の
所
領

)
、
同
九
月
二

二
日
条

(越
後
少
郷

一
所

)
、
『
玉
葉
』

建
仁

二
年

二
月
七

日
条

(大
内
東
荘

)
を
参

照
。

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

六

五
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藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

六

六
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(
5
)
拙
稿

「九
条
家

に
お
け
る
藤
原
定
家

の
位
置
」

(
『日
本
歴
史
』
七
七

一
、
二
〇

一
二
年
)

(6
)
『明

月
記
』
正

治
元
年

五
月

一
〇
日
条
、
同
正
治

二
年

八
月
六

日
条
な
ど
参
照
。

(7
)
『
明
月
記
』

正
治
二
年
九
月

二
日
条
。

(8
)
風
巻

景
次
郎

氏

「
新
古
今
撰
定
前

の
定
家
」

(
『水
甕
』
、

一
九

三
〇
年

一
月
号

、
後

に

『新
古
今
時
代
』
桜
楓
社

、

一
九
七

〇
年

に
収
録

)。

(9
)
定
家

の
官
位
上

昇
に
対
す
る
不
満

・
不
平

に

つ
い
て
は
、

『明
月
記
』
建
仁

元
年

一
二
月

一
九

日
条
、

同
二
年

正
月
二
一二
日
条
、
同
七
月

二
一二
日
条

な
ど
参

照
。
定
家
は
文
治
五
年

に
左
少
将

に
任
じ

ら
れ
、
翌
建
久

元
年

に
従

四
位

下
に
叙

せ
ら
れ
る
。
五
年
後

の
建

久
六
年

に
従

四
位
上

に
叙

せ
ら
れ

た
後

の
昇
進
は
ま
ま
な
ら
な
か

っ
た
。
正
治

二
年

一
〇
月

二
四
日
に
や

っ
と

正
四
位

下
と
な
り
、
建
仁
二
年

に
左

中
将
に
任
じ
ら
れ
た
。

こ
の
間
の
定

家

の
不
平

・
不
満
は
相
当

の
も

の
で
あ

っ
た
。

(
10
)
永
治
元
年
父
鳥
羽
天
皇
か
ら

一
二
か
所

の
荘
園
を
譲
与

さ
れ
た
の
に
始

ま
り
、
母
美
福

門
院
領
や
安

楽
寿
領
な
ど
最
終
的
に
は
二
二
〇
か
所
以
上
に

な

っ
て
い
た
。

(
11
)

『明
月
記
』
建
仁
三
年

一
二
月

三
日
条

で
は

「今
夕

八
条

院
御
仏
事

、
予
為

二
四
位
院

司

一」
と
記
し

て
い
る
。

(
12
)
吉
富
荘

に
つ
い
て
は
卿

三
位
藤
原
兼
子

の
横
領
事
件

が
あ
り
、
定
家
は
八
条

院
に
た
び
た
び
訴
え

て
い
る
が
、
容
易
に
解
決
し
な
か

っ
た
。

『明
月
記
』

元
久
元
年
三
月

二
五

日
条

、
同

=

月

一
二
日
条

な
ど
を
参

照
。

(
13
)

『明
月

記
』
建

久
三
年
三
月

一
四
日
条

に
は

「前
斎

院
、
大
炊
殿
、
白
川
常
光
院

、
其
外

御
庄
両
三
被
二
分
奉

一
云
々
」
と
あ

る
。
な
お
大

炊
殿
に
は

当
時
九
条
兼
実
が
住

し
て
お
り

『
玉
葉
』

(同
年

五
月

一
日
条
)

で
は

「
前
斎
院
可
レ
被

レ
渡

二
此
亭

一
依
二
法
皇
処
分

一也
云

々
」
と
あ
り
、
兼
実
は
移
居

し
な
か

っ
た
た

め
式

子
は
し
ば
ら
く
は
法

住
寺
萱
御
所
に
そ

の
ま
ま
住
ん

で
い
た
と
思
わ
れ

る
。

(
14
)
前
掲
注

(
1
)
安

田
氏
論
文

「式

子
内

親
王
と
定
家
」
。

二
四
九
頁
。

(
15
)
前
掲
注

(
1
)
今
村
氏
論
文

「定
家
と
式

子
内

親
王
1

『明
月
記
』
を
中
心
に
ー

」
。
三
四
四
頁
。

(
16
)

『明
月

記
』
承

元
元
年

八
月
四
日
条

、
同
八
月
九
日
条
な
ど
を
参
照
。

(
17
)

『明
月

記
』
正
治

元
年

一
二
月
二
九
日
条
で
は

「
地
下
之
身
進
退
惟
谷
、
衰
齢
計

八
、
毎
望
傍
人
栄
貴
、
只
預
二
運
命

」

と

記
し
て

い
る
。

(
18
)
前
掲
注

(2
)
村

井
氏

論
文

「式

子
内

親
王

の
社
会
的
位
置
-

御
子
左
家
と

の
関
係
を
含

め
て
ー
」
。

二
四
頁
。
及
び
石

田
吉
貞
氏
解
説
。



(
19
)
前
掲
注

(
5
)
拙
稿

「九
条
家

に
お
け
る
藤

原
定

家

の
位
置
」
。

(
20
)
『明
月
記
』
正
治
元
年

5
月

12
日
条

な
ど
参

照
。

(
21
)
『明
月

記
』

正
治

二
年

=

一月
八

日
条

に

「辰

時
参

二
大

炊
殿

一
、
実
快

法
眼
、

二
品
参
会

、
御

有
様
大
略
同
事
云

々
、
午
終

許
退
出
」
と
あ
る
。

二

品
は
藤
原
公
時

で
、
室

は
経
房
女

で
あ

っ
た
。
実
房
は
叔

父
に
あ
た
る
。
経
房
没
後
は
公
時
室

が
経
房
女
で
あ

っ
た
関
係

で
実
房

・
公
時
が
式
子

の
後

見
と
な

っ
て

い
た
と
思
わ
れ

る
。

(
22
)
藤
原
光
資
は

八
条
院
蔵
人

で
あ

っ
た

が
、

『尊
卑

分
脈
』

(第
二
篇
九

一
頁
)

に
よ
れ
ば
後

に
上

野
守

、
春

宮

(守
成
)
権
大
進
、
治
部
少
輔

に
任
ぜ

ら
れ

て
い
る
。
式
子

の
後
見
と

い
う

こ
と
か

ら
考
え

れ
ば
、
光
資
が
春
宮
権
大
進

に
任
ぜ

ら
れ
た

こ
と

は
注
目
さ
れ

て
よ

い
の
で
は
な

い
か
。

(
23
)
藤

原
家

衡
は
正
治
元
年
時

で
は
二
宮
家

司

(
『明
月
記
』

同
年

一
二
月

一
六

日
条

)
で
あ

っ
た
。

そ
の
家

衡
が
式
子

に
参

じ
て

い
る

の
は
後
鳥
羽
院

の
意
向
が
あ

っ
た
と
も
考
え

ら
れ
る
。

同
元
久

元
年

六
月
≡

二
日
条
で
は
礼
子
内
親
王
家
司
、

同
二
年

三
月

一
日
条

で
は
陰
明
門
院
家
司
、
同
嘉
禄

二

年

四
月

二
六

日
条

で
は
宣
陽

門
院
院

司
を
辞
す

と
な

っ
て

い
る
。
な
お
、
家
衡
は
六
条
藤
家

で
あ

る
が
、
こ

の
よ
う
な
渡
り
家
司
的
な
動
き
も
し

て
い

た
。
ま
た
、
陰
明
門
院
家
司
と
定
家
が
記

し
て

い
る
の
は
院
司

の
ま
ち
が

い
で
あ
る
と
も
思
わ

れ
る
が
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
今
後

の
課
題
と
し
た

い
。

藤
原
定
家
と
式
子
内
親
王

六

七

[23
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曾


